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 大竹市週休２日工事等実施要領の一部を改正する要領を次のよう

に定める。  
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   大竹市週休２日工事等実施要領の一部を改正する要領  

 大竹市週休２日工事等実施要領の一部を改正する要領（令和６年

大竹市告示第３２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規

定に、下線で示すように改正する。  

改 正 後  改 正 前  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 「 週 休 ２

日 」 と は 、 対 象 期 間 内 の 累 計 現 場 閉

所 の 日 数 の 割 合 （ 現 場 閉 所 日 数 の 実

績 の 累 計 日 数 を 対 象 期 間 の 累 計 日

数 で 除 し た 割 合 を い う 。 第 １ ２ 項 に

お い て 「 現 場 閉 所 率 」 と い う 。 ） が

２ ８ ． ５ パ ー セ ン ト 以 上 の 現 場 閉 所

を 行 っ た と 認 め ら れ る 状 態 を い う 。  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 「 週 休 ２

日 」 と は 、 対 象 期 間 内 の 累 計 現 場 閉

所 の 日 数 の 割 合 （ 現 場 閉 所 日 数 の 実

績 の 累 計 日 数 を 対 象 期 間 の 累 計 日

数 で 除 し た 割 合 を い う 。 第 １ ２ 項 に

お い て 「 現 場 閉 所 率 」 と い う 。 ） が

４ 週 ８ 休 以 上 の 現 場 閉 所 を 行 っ た

と 認 め ら れ る 状 態 を い う 。  

２  こ の 要 領 に お い て 「 完 全 週 休 ２

日 」 と は 、 対 象 期 間 内 の 全 て の 週 単

位 で 週 休 ２ 日 の 状 態 を い う 。  

 

３ ・ ４  略  ２ ・ ３  略  

 ４  こ の 要 領 に お い て「 通 期 の 週 休 ２

日 」 と は 、 対 象 期 間 に お い て 週 休 ２

日 の 状 態 （ 月 単 位 の 週 休 ２ 日 の 状 態

の も の を 除 く 。 ） を い う 。  

５  こ の 要 領 に お い て「 週 単 位」と は 、

対 象 期 間 を ７ 日 ご と に 分 け た 期 間

を い う 。  

 

６  こ の 要 領 に お い て 「 週 休 ２ 日 工

事 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 工 事 を い う 。  

５  こ の 要 領 に お い て 「 週 休 ２ 日 工

事 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 工 事 を い う 。  

(１ ) 週 単 位 の 週 休 ２ 日 の 状 態（ 対

象 期 間 を 週 単 位 に 分 け た 際 に 残

日 数 が あ る 場 合 に お い て は そ の

期 間 を 除 く。）を 満たす工事（以

下「完全週休２日工事」という。） 

 

(２ ) 月 単 位 の 週 休 ２ 日 の 状 態 （ 対

象 期 間 を 月 単 位 に 分 け た 際 に 残 日

(１ ) 月 単 位 の 週 休 ２ 日 の 状 態 （ 対

象 期 間 を 月 単 位 に 分 け た 際 に 残 日



数 が あ る 場 合 に お い て 、 週 休 ２ 日

の 状 態 を 満 た す と き を 含 む 。 ） 又

は 対 象 期 間 の 日 数 が ２ ８ 日 に 満 た

な い 場 合 に お い て 、 週 休 ２ 日 の 状

態 を 満 た す 工 事 （ 以 下 「 月 単 位 の

週 休 ２ 日 工 事 」 と い う 。 ）  

数 が あ る 場 合 に お い て 、 週 休 ２ 日

の 状 態 を 満 た す と き を 含 む 。 ） 又

は 対 象 期 間 の 日 数 が ２ ８ 日 に 満 た

な い 場 合 に お い て 、 週 休 ２ 日 の 状

態 を 満 た す 工 事 （ 以 下 「 月 単 位 の

週 休 ２ 日 工 事 」 と い う 。 ）  

 ( ２ )  通 期 の 週 休 ２ 日 の 状 態 を 満

た す 工 事 （ 以 下 「 通 期 の 週 休 ２ 日

工 事 」 と い う 。 ）  

６ ～ ９  略  ６ ～ ９  略  

１ ０  こ の 要 領 に お い て「 週 休 ２ 日 交

替 制 工 事 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 工 事 を い う 。  

１ ０  こ の 要 領 に お い て「 週 休 ２ 日 交

替 制 工 事 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 工 事 を い う 。  

(１ )  対 象 期 間 内 に 現 場 に 従 事 し

た 技 術 者 及 び 技 能 労 働 者 （ 施 工 体

制 台 帳 上 の 元 請 業 者 及 び 下 請 業 者

の 技 術 者 及 び 技 能 労 働 者 で あ る も

の を い い 、 従 事 し た 期 間 が ２ 週 間

未 満 の 者 を 除 く 。以 下「 技 術 者 等 」

と い う 。 ） が 、 全 て の 週 単 位 （ 対

象 期 間 を 週 単 位 に 分 け た 際 に 残 日

数 が あ る 場 合 に お い て は そ の 期 間

を 除 く 。 ） で 、 交 替 し な が ら １ 週

間 に ２ 日 間 以 上 の 休 日 を 確 保 し た

と 認 め ら れ る 状 態 （ そ の 平 均 休 日

数 の 割 合 （ 当 該 技 術 者 等 ご と の 休

日 日 数 を 対 象 期 間 の う ち 当 該 技 術

者 等 が 従 事 し た 日 数 で 除 し た 数 の

合 計 を 当 該 技 術 者 等 の 人 数 で 除 し

た 値 を い う 。第 １ ２ 項 に お い て「 休

日 率 」 と い う 。 ） が 、 ２ ８ ． ５ パ

ー セ ン ト 以 上 の 水 準 に 達 す る 状 態

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 工 事 （ 以

下 「 完 全 週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 」 と

い う 。 ）  

 

( ２ )  対 象 期 間 内 に 現 場 に 従 事 し

た 技 術 者 等 が 、 全 て の 月 単 位 （ 対

象 期 間 を 月 単 位 に 分 け た 際 に 残 日

数 が あ る 場 合 に お い て は そ の 期 間

を 含 む 。 ） 又 は 対 象 期 間 の 日 数 が

２ ８ 日 に 満 た な い 場 合 で 、 交 替 し

な が ら １ 週 間 に ２ 日 間 以 上 の 休 日

を 確 保 し た と 認 め ら れ る 状 態 の 工

事 （ 以 下 「 月 単 位 の 週 休 ２ 日 交 替

制 工 事 」 と い う 。 ）  

(１ )  対 象 期 間 内 に 現 場 に 従 事 し

た 技 術 者 及 び 技 能 労 働 者 （ 施 工 体

制 台 帳 上 の 元 請 業 者 及 び 下 請 業 者

の 技 術 者 及 び 技 能 労 働 者 で あ る も

の を い い 、 従 事 し た 期 間 が ２ 週 間

未 満 の 者 を 除 く 。以 下「 技 術 者 等 」

と い う 。 ） が 、 全 て の 月 単 位 （ 対

象 期 間 を 月 単 位 に 分 け た 際 に 残 日

数 が あ る 場 合 に お い て は そ の 期 間

を 含 む 。 ） 又 は 対 象 期 間 の 日 数 が



２ ８ 日 に 満 た な い 場 合 で 、 交 替 し

な が ら ４ 週 ８ 休 以 上 の 休 日 を 確 保

し た と 認 め ら れ る 状 態 （ そ の 平 均

休 日 数 の 割 合 （ 当 該 技 術 者 等 ご と

の 休 日 日 数 を 対 象 期 間 の う ち 当 該

技 術 者 等 が 従 事 し た 日 数 で 除 し た

数 の 合 計 を 当 該 技 術 者 等 の 人 数 で

除 し た 値 を い う 。 第 １ ２ 項 に お い

て「休日率」という。）が、２８．

５ ％ 以 上 の 水 準 に 達 す る 状 態 を い

う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 工 事

（ 以 下 「 月 単 位 の 週 休 ２ 日 交 替 制

工 事 」 と い う 。 ）  

 ( ２ )  対 象 期 間 内 に 現 場 に 従 事 し

た 技 術 者 等 が 交 替 し な が ら ４ 週 ８

休 以 上 の 休 日 を 確 保 し た と 認 め ら

れ る 状 態 の 工 事 （ 以 下 「 通 期 の 週

休 ２ 日 交 替 制 工 事 」 と い う 。 ）  

１ １  略  １ １  略  

１ ２  こ の 要 領 に お い て 「 週 休 ２ 日 」

と は 、 現 場 閉 所 率 又 は 休 日 率 が ２

８ ． ５ パ ー セ ン ト 以 上 の 水 準 の 状 態

を い う 。  

１ ２  こ の 要 領 に お い て「 ４ 週 ８ 休 以

上 」 と は 、 現 場 閉 所 率 又 は 休 日 率 が

２ ８ ． ５ ％ （ ８ 日 ／ ２ ８ 日 ） 以 上 の

水 準 の 状 態 を い う 。  

（ 対 象 工 事 ）  （ 対 象 工 事 ）  

第 ３ 条  週 休 ２ 日 工 事 等 の 対 象 と な

る 工 事（ 以 下「対象 工事」という。）

は 、 市 が 発 注 す る 全 て の 工 事 と す

る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 工 事 は 、 対 象 と し な い 。  

第 ３ 条  週 休 ２ 日 工 事 等 の 対 象 と な

る 工 事（以下「対象 工事」という。）

は 、 市 が 発 注 す る 全 て の 工 事 と す

る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 工 事 は 、 対 象 と し な い 。  

 (１ )・ (２ ) 略   (１ )・ (２ ) 略  

(３ )   社 会 的 要 請 や 現 場 条 件 の 制

約等により、現 場 を 閉 所 す る こ と

が 困 難 と 認 め ら れ る 工 事  

 

（ 発 注 方 法 等 ）  （ 発 注 方 法 等 ）  

第 ４ 条  週 休 ２ 日 工 事 等 の 発 注 の 方

式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 方 式 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 工 事 を い

う 。  

第 ４ 条  週 休 ２ 日 工 事 等 の 発 注 の 方

式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 方 式 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 工 事 を い

う 。  

(１ )  発 注 者 指 定 型  対 象 工 事 の

う ち 現 場 条 件 や 施 工 期 間 （ 対 象 期

間 ） の 制 約 が 厳 し い 工 事 を 除 き 、

原 則 、 当 初 設 計 金 額 １ 億 ５ 千 万 円

以 上 の 工 事 （ 当 初 設 計 金 額 １ 億 ５

千 万 円 未 満 の 工 事 で あ っ て も 市 長

が 必 要 と 認 め る 場 合 を 含 む 。 ） と

(１ )  発 注 者 指 定 型  対 象 工 事 の

う ち 現 場 条 件 や 施 工 期 間 （ 対 象 期

間 ） の 制 約 が 厳 し い 工 事 を 除 き 、

原 則 、 当 初 設 計 金 額 ５ ０ ０ 万 円 以

上 の 工 事 （ 当 初 設 計 金 額 ５ ０ ０ 万

円 未 満 の 工 事 で あ っ て も 市 長 が 必

要 と 認 め る 場 合 を 含 む 。 ） と し 、



し 、 発 注 時 か ら 市 長 の 指 定 に よ り

実 施 す る 工 事 を い う 。  

発 注 時 か ら 市 長 の 指 定 に よ り 実 施

す る 工 事 を い う 。  

(２ ) 略  (２ ) 略  

２  略  ２  略  

３  発 注 者 指 定 型 で 発 注 す る 工 事 は 、

完 全 週 休 ２ 日 工 事 で 発 注 す る も の

と す る 。 た だ し 、 完 全 週 休 ２ 日 工 事

で 発 注 す る こ と が 困 難 と 認 め る と

き は 、 完 全 週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 で 発

注 す る も の と す る 。  

３  週 休 ２ 日 工 事 等 の 発 注 は 、月 単 位

の 週 休 ２ 日 工 事 で 発 注 す る も の と

す る 。 た だ し 、 月 単 位 の 週 休 ２ 日 工

事 で 発 注 す る こ と が 困 難 と 認 め る

と き は 、 月 単 位 の 週 休 ２ 日 交 替 制 工

事 で 発 注 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、完 全 週 休 ２

日 工 事 に よ る 実 施 が 達 成 で き な か

っ た と き は 月 単 位 の 週 休 ２ 日 工 事

に よ る 実 施 を 、 完 全 週 休 ２ 日 交 替 制

工 事 に よ る 実 施 が 達 成 で き な か っ

た と き は 月 単 位 の 週 休 ２ 日 交 替 制

工 事 に よ る 実 施 を 認 め る も の と す

る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、月 単 位 の 週

休 ２ 日 工 事 に よ る 実 施 が 達 成 で き

な か っ た と き は 通 期 の 週 休 ２ 日 工

事 に よ る 実 施 を 、 月 単 位 の 週 休 ２ 日

交 替 制 工 事 に よ る 実 施 が 達 成 で き

な か っ た と き は 通 期 の 週 休 ２ 日 交

替 制 工 事 に よ る 実 施 を 認 め る も の

と す る 。  

５  受 注 者 希 望 型 で 発 注 す る 工 事 は 、

月 単 位 の 週 休 ２ 日 工 事 で 発 注 す る

も の と す る 。 た だ し 、 月 単 位 の 週 休

２ 日 工 事 で 発 注 す る こ と が 困 難 と

認 め る と き は 、 月 単 位 の 週 休 ２ 日 交

替 制 工 事 で 発 注 す る も の と す る 。  

 

（ 経 費 等 の 補 正 ）  （ 経 費 等 の 補 正 ）  

第 ６ 条  発 注 者 指 定 型 で 週 休 ２ 日 工

事 を 実 施 す る 場 合 は 、 当 初 設 計 時 に

お い て は 次 の 表 の 経 費 の 区 分 の 欄

に 掲 げ る 経 費 の 額 に 、 そ れ ぞ れ 完 全

週 休 ２ 日 工 事 の 欄 の 係 数 を 乗 じ た

補 正 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 対

象 期 間 に お け る 現 場 閉 所 の 達 成 状

況 を 確 認 し 、 完 全 週 休 ２ 日 の 要 件 に

満 た な い と き は 、 最 終 変 更 契 約 時 に

月 単 位 の 週 休 ２ 日 を 満 た す 場 合 に

あ っ て は 、 次 の 表 の 経 費 の 区 分 の 欄

に 掲 げ る 経 費 の 額 に 、 そ れ ぞ れ 月 単

位 の 週 休 ２ 日 工 事 の 係 数 を 乗 じ た

補 正 に 設 計 変 更 し 、 完 全 週 休 ２ 日 及

び 月 単 位 の 週 休 ２ 日 の 要 件 に 満 た

な い 場 合 に あ っ て は 、 補 正 係 数 を 除

い て 設 計 変 更 す る も の と す る 。  

第 ６ 条  週 休 ２ 日 工 事 を 実 施 す る 場

合 は 、当初設計時においては次の表

の 経 費 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る 経 費 の

額に、それぞれ 月 単 位 の 週 休 ２ 日 工

事 の 欄 の 係 数 を 乗 じ た 補 正 を 行 う

ものとする。ただし、対象期間にお

け る 現 場 閉 所 の 達 成 状 況 を 確 認 し 、

月 単 位 の 週 休 ２ 日 の 要 件 に 満 た な

いときは、最終変更契約時に 通 期 の

週 休 ２ 日 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、

次 の 表 の 経 費 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る

経費の額に、それぞれ 通 期 の 週 休 ２

日 工 事 の 係 数 を 乗 じ た 補 正 に 設 計

変 更 し 、月 単 位 の 週 休 ２ 日 及 び 通 期

の 週 休 ２ 日 の 要 件 に 満 た な い 場 合

にあっては、補正係数を除いて設計

変 更 す る も の と す る 。  

経 費 の 区 分  完 全 週 休 2日

工 事  

月 単 位 の 週

休 2日 工 事  

労 務 費  1.02 1 . 0 2  

経 費 の 区 分  月 単 位 の 週

休 2日 工 事  

通 期 の 週 休

2日 工 事  

労 務 費  1.04  1 . 0 2  



機 械 経 費

（ 賃 料 ）  

1.00 1 . 0 0  

共 通 仮 設 費

率  

1.02 1 . 0 1  

現 場 管 理 費

率  

1.03 1 . 0 2  

 

機 械 経 費

（ 賃 料 ）  

1.02  1 . 0 2  

共 通 仮 設 費

率  

1.03  1 . 0 2  

現 場 管 理 費

率  

1.05  1 . 0 3  

 

２  受 注 者 希 望 型 で 週 休 ２ 日 工 事 を

実 施 す る 場 合 は 、当 初 設 計 時 に お い

て は 週 休 ２ 日 工 事 の 係 数 を 乗 じ な

い も の と す る 。ただし 、対 象 期 間 に

お け る 現 場 閉 所 の 達 成 状 況 を 確 認

し、最終変更契約時に月単位の週休

２ 日 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、前 項

の 表 の 経 費 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る 経

費の額に、それぞれ月単位の週休２

日 工 事 の 係 数 を 乗 じ た 補 正 に 設 計

変 更 す る も の と す る 。  

 

３  発 注 者 指 定 型 で 週 休 ２ 日 交 替 制

工 事 を 実 施 す る 場 合 は 、当 初 設 計 時

に お い て は 次 の 表 の 経 費 の 区 分 の

欄 に 掲 げ る 経 費 の 額 に 、そ れ ぞ れ 完

全 週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 の 欄 の 係 数

を 乗 じ た 補 正 を 行 う も の と す る 。た

だし、対象期間における休日率の達

成 状 況 を 確 認 し 、完 全 週 休 ２ 日 の 要

件 に 満 た ないときは、最終変更契約

時 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 を 満 た す 場

合にあっては、次の表の経費の区分

の 欄 に 掲 げ る 経 費 の 額 に 、そ れ ぞ れ

月 単 位 の 週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 の 係

数 を 乗 じ た 補 正 に 設 計 変 更 し 、月 単

位 の 週 休 ２ 日 の 要 件 に 満 た な い と

きは、補正係数を除いて設計変更す

る も の と す る 。  

 

２  週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 を 実 施 す る

場 合 は、当初設計時においては次の

表 の 経 費 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る 経 費

の額に、それぞれ 月 単 位 の 週 休 ２ 日

交 替 制 工 事 の 欄 の 係 数 を 乗 じ た 補

正 を 行 う も の と す る 。た だ し 、対 象

期 間 に お け る 休 日 率 の 達 成 状 況 を

確 認 し 、月 単 位 の 週 休 ２ 日 の 要 件 に

満 た な い と き は 、最 終 変 更 契 約 時 に

通 期 の 週 休 ２ 日 を 満 た す 場 合 に あ

っては、次の表の経費の区分の欄に

掲 げ る 経 費 の 額 に 、そ れ ぞ れ 通 期 の

週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 の 係 数 を 乗 じ

た 補 正 に 設 計 変 更 し 、月 単 位 の 週 休

２ 日 及 び 通 期 の 週 休 ２ 日 の 要 件 に

満 た な い 場 合 に あ っ て は 、補 正 係 数

を 除 い て 設 計 変 更 す る も の と す る 。  

経 費 の 区 分  完 全 週 休 2日

交 替 制 工 事  

月 単 位 の 週

休 2日 交 替 制

工 事  

労 務 費  1.02 1 . 0 2  

現 場 管 理 費

率  

1.03 1 . 0 2  

 

経 費 の 区 分  月 単 位 の 週

休 2日 交 替 制

工 事  

通 期 の 週 休 2

日 交 替 制 工

事  

労 務 費  1.02  1 . 0 2  

現 場 管 理 費

率  

1.03  1 . 0 2  

 

４  受 注 者 希 望 型 で 週 休 ２ 日 交 替 制

工 事 を 実 施 す る 場 合 は 、当 初 設 計 時

に お い て は 週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 の

係 数 を 乗 じ な い も の と す る 。 た だ

 



し 、対象期間における 休 日 率 の 達 成

状況を確認し、最終変更契約時に月

単 位 の 週 休 ２ 日 を 満 た す 場 合 に あ

っ て は 、前 項 の 表 の 経 費 の 区 分 の 欄

に 掲 げ る 経 費 の 額 に 、そ れ ぞ れ 月 単

位 の 週 休 ２ 日 交 替 制 工 事 の 係 数 を

乗 じ た 補 正 に 設 計 変 更 す る も の と

す る 。  

５  前 ４ 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、

労 務 費 分 が 明 ら か と な っ て い な い

市 場 単 価 に つ い て は 、 補 正 の 対 象 と

し な い 。  

３  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、労

務 費 分 が 明 ら か と な っ て い な い 市

場 単 価 に つ い て は 、 補 正 の 対 象 と し

な い 。  

６  第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で に 規 定 す

る 場 合 に お い て 、 市 場 単 価 は 、 別 表

の 名 称 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る 市 場 単

価 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 達 成

状 況 に 応 じ て 定 め る 係 数 の 欄 に 掲

げ る 係 数 を 乗 じ た 補 正 を 行 う も の

と す る 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 場

合 に お い て 、 市 場 単 価 は 、 別 表 の 名

称 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る 市 場 単 価 の

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 達 成 状 況

に 応 じ て 定 め る 係 数 の 欄 に 掲 げ る

係 数 を 乗 じ た 補 正 を 行 う も の と す

る 。  

７  第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で に 規 定 す

る 場 合 に お い て 、 土 木 工 事 標 準 積 算

単 価 は 、 別 表 の 名 称 の 区 分 の 欄 に 掲

げ る 土 木 工 事 標 準 積 算 単 価 の 区 分

に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 達 成 状 況 に 応

じ て 定 め る 係 数 の 欄 に 掲 げ る 係 数

を 乗 じ た 補 正 を 行 う も の と す る 。  

５  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 場

合 に お い て 、 土 木 工 事 標 準 積 算 単 価

は 、 別 表 の 名 称 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る

土 木 工 事 標 準 積 算 単 価 の 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 達 成 状 況 に 応 じ て

定 め る 係 数 の 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗

じ た 補 正 を 行 う も の と す る 。  

（ 工 事 成 績 評 定 ）  （ 工 事 成 績 評 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、発 注 者 指 定 型 で 発 注

し た 建 設 工 事 に お い て 、受 注 者 の 責

に よ り 、月 単 位 の 週 休 ２ 日 又 は 週 休

２ 日 交 替 制 に 取 組 む 姿 勢 が 見 ら れ

な か っ た 場 合 は 、必 要 に 応 じ て 工 事

成績評定の「法令 遵 守 等 」を 減 ず る

も の と す る 。  

第 ８ 条  市 長 は 、受 注 者 が 対 象 期 間 に

お い て 週 休 ２ 日 工 事 等 の 水 準 を 達

成 し た 場 合 は 、 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に

掲 げ る 発 注 の 方 式 を 問 わ ず 、 工 事 成

績 評 定 の 工 程 管 理 及 び 創 意 工 夫 に

お い て 評 価 す る も の と す る 。  

 ２  週 休 ２ 日 工 事 等 の 水 準 を 達 成 で

き な か っ た 場 合 で あ っ て も 、 工 事 成

績 評 定 の 減 点 は 行 わ な い 。  

  

別 表 （ 第 ６ 条 関 係 ）  別 表 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

市 場 単 価 の 補 正 係 数 （ 週 休 ２ 日 工

事 ）  

市 場 単 価 の 補 正 係 数 （ 週 休 ２ 日 工

事 ）  

名 称  区 分  補 正 係 数 ※  

週 休 2日  週 休 2日 交

替 制  

名 称  区 分  補 正 係 数 ※  

週 休 2日  週 休 2日 交

替 制  



  

月 単

位  

完 全

週 休

2日

（ 週

単

位 ）  

月 単

位  

完 全

週 休

2日

（ 週

単

位 ）  

鉄 筋 工   1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

ガ ス 圧 接 工   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

イ ン タ ー ロ

ッ キ ン グ ブ

ロ ッ ク 工  

設 置  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

防 護 柵 設 置

工（ ガ ー ド レ

ー ル ）  

設 置  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

防 護 柵 設 置

工（ ガ ー ド パ

イ プ ）  

設 置  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

防 護 柵 設 置

工（ 横 断・転

落 防 止 柵 ）  

設 置  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

防 護 柵 設 置

工（ 落 石 防 護

柵 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

防 護 柵 設 置

工（ 落 石 防 止

網 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

道 路 標 識 設

置 工  

設 置  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

撤 去・移

設  

1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

道 路 付 属 物

設 置 工  

設 置  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

法 面 工   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

吹 付 枠 工   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

鉄 筋 挿 入 工

（ ロ ッ ク ボ

ル ト 工 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

道 路 植 栽 工   

 

1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

公 園 植 栽 工   1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

橋 梁 用 伸 縮

継 手 装 置 設

置 工  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

橋 梁 用 埋 設

型 伸 縮 継 手

装 置 設 置 工  

 1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

  

通 期  月 単

位  

 

 

 

  

通 期  月 単

位  

鉄 筋 工   1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

ガ ス 圧 接 工   1 . 0 2  1 . 0 3  1 . 0 2  1 . 0 3  

イ ン タ ー ロ

ッ キ ン グ ブ

ロ ッ ク 工  

設 置  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

防 護 柵 設 置

工（ ガ ー ド レ

ー ル ）  

設 置  1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 1  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

防 護 柵 設 置

工（ ガ ー ド パ

イ プ ）  

設 置  1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 1  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

防 護 柵 設 置

工（ 横 断・転

落 防 止 柵 ）  

設 置  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

防 護 柵 設 置

工（ 落 石 防 護

柵 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

防 護 柵 設 置

工（ 落 石 防 止

網 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

道 路 標 識 設

置 工  

設 置  1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 0  

撤 去・移

設  

1 . 0 2  1 . 0 3  1 . 0 1  1 . 0 3  

道 路 付 属 物

設 置 工  

設 置  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

撤 去  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

法 面 工   1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

吹 付 枠 工   1 . 0 1  1 . 0 3  1 . 0 1  1 . 0 3  

鉄 筋 挿 入 工

（ ロ ッ ク ボ

ル ト 工 ）  

 1 . 0 2  1 . 0 3  1 . 0 1  1 . 0 3  

道 路 植 栽 工  植 樹  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

剪 定  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

公 園 植 栽 工   1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

橋 梁 用 伸 縮

継 手 装 置 設

置 工  

 1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

橋 梁 用 埋 設

型 伸 縮 継 手

装 置 設 置 工  

 1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  



橋 面 防 水 工   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

薄 層 カ ラ ー

舗 装 工  

 1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

グ ル ー ビ ン

グ 工  

 1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

軟 弱 地 盤 処

理 工  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

コ ン ク リ ー

ト 表 面 処 理

工（ ウ ォ ー タ

ー ジ ェ ッ ト

工 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

 

橋 面 防 水 工   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

薄 層 カ ラ ー

舗 装 工  

 1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 1  

グ ル ー ビ ン

グ 工  

 1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 1  

軟 弱 地 盤 処

理 工  

 1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

コ ン ク リ ー

ト 表 面 処 理

工（ ウ ォ ー タ

ー ジ ェ ッ ト

工 ）  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

 

市 場 単 価 の 補 正 係 数（ 週 休 ２ 日 工 事
（港湾工事））  

市 場 単 価 の 補 正 係 数（ 週 休 ２ 日 工 事
（港湾工事））  

名 称  補 正 係 数   

月 単 位 の

週 休 2日 以

上  

底 面 工  1 . 0 1  

マ ッ ト 工 （ ア ス フ ァ ル ト マ ッ ト

設 置 ・ ゴ ム 系 マ ッ ト 設 置 ）  

1 . 0 0  

支 保 工  1 . 0 2  

足 場 工  1 . 0 1  

鉄 筋 工  1 . 0 2  

吊 鉄 筋 工  1 . 0 2  

型 枠 工  1 . 0 2  

コ ン ク リ ー ト 打 設 工 （ ポ ン プ 車

打 設 ）  

1 . 0 2  

コ ン ク リ ー ト 打 設 工 （ ポ ン プ 車

打 設 以 外 ）  

1 . 0 2  

止 水 板 工  1 . 0 2  

上 蓋 工  1 . 0 2  

伸 縮 目 地 工  1 . 0 1  

係 船 柱 取 付  1 . 0 2  

防 舷 材 取 付  1 . 0 2  

車 止 ・ 縁 金 物 取 付  1 . 0 2  

係 船 柱 撤 去  1 . 0 2  

防 舷 材 撤 去  1 . 0 2  

車 止 撤 去  1 . 0 2  

電 気 防 食 取 付  1 . 0 2  

防 砂 目 地 板 取 付 工 （ 陸 上 施 工 ）  1 . 0 2  

防 砂 目 地 板 取 付 工 （ 水 中 施 工 ）  1 . 0 2  

吸 出 し 防 止 工 （ 陸 上 施 工 ・ 海 上

施 工 ）  

1 . 0 2  

港 湾 構 造 物 塗 装 工 （ 係 船 柱 ・ 車  1 . 0 1  

名 称  補 正 係 数  

4週 8休 以

上   

底 面 工  1 . 0 3  

マ ッ ト 工 （ ア ス フ ァ ル ト マ ッ ト

設 置 ・ ゴ ム 系 マ ッ ト 設 置 ）  

1 . 0 0  

支 保 工  1 . 0 4  

足 場 工  1 . 0 2  

鉄 筋 工  1 . 0 4  

吊 鉄 筋 工  1 . 0 4  

型 枠 工  1 . 0 3  

コ ン ク リ ー ト 打 設 工 （ ポ ン プ 車

打 設 ）  

1 . 0 4  

コ ン ク リ ー ト 打 設 工 （ ポ ン プ 車

打 設 以 外 ）  

1 . 0 4  

止 水 板 工  1 . 0 4  

上 蓋 工  1 . 0 4  

伸 縮 目 地 工  1 . 0 2  

係 船 柱 取 付  1 . 0 4  

防 舷 材 取 付  1 . 0 4  

車 止 ・ 縁 金 物 取 付  1 . 0 4  

係 船 柱 撤 去  1 . 0 4  

防 舷 材 撤 去  1 . 0 4  

車 止 撤 去  1 . 0 4  

電 気 防 食 取 付  1 . 0 4  

防 砂 目 地 板 取 付 工 （ 陸 上 施 工 ）  1 . 0 4  

防 砂 目 地 板 取 付 工 （ 水 中 施 工 ）  1 . 0 3  

吸 出 し 防 止 工 （ 陸 上 施 工 ・ 海 上

施 工 ）  

1 . 0 3  

港 湾 構 造 物 塗 装 工 （ 係 船 柱 ・ 車  1 . 0 3  



止 ・ 縁 金 物 ）  

ペ ト ロ ラ タ ム 被 覆  1 . 0 2  

現 場 鋼 材 溶 接 ・ 切 断 工 （ 陸 上 施

工 ・ 海 上 施 工 ）  

1 . 0 2  

現 場 鋼 材 溶 接 ・ 切 断 工 （ 水 中 施

工 ）  

1 . 0 2  

か き 落 と し 工  1 . 0 2  

汚 濁 防 止 膜 設 置 ・ 撤 去 ・ 移 設  1 . 0 1  

汚 濁 防 止 枠 設 置 ・ 撤 去  1 . 0 1  

灯 浮 標 設 置 ・ 撤 去  1 . 0 1  

汚 濁 防 止 膜 保 守 管 理 （ 海 上 目 視

点 検 作 業 船 あ り・水 中 目 視 点 検 ） 

1 . 0 0  

汚 濁 防 止 膜 保 守 管 理 （ 海 上 目 視

点 検 作 業 船 な し ）  

1 . 0 2  

異 形 ブ ロ ッ ク 製 作  型 枠 工  1 . 0 2  

異 形 ブ ロ ッ ク 製 作  コ ン ク リ ー

ト 打 設  

1 . 0 2  

異 形 ブ ロ ッ ク 製 作  給 熱 養 生  1 . 0 1  
 

止 ・ 縁 金 物 ）  

ペ ト ロ ラ タ ム 被 覆  1 . 0 4  

現 場 鋼 材 溶 接 ・ 切 断 工 （ 陸 上 施

工 ・ 海 上 施 工 ）  

1 . 0 4  

現 場 鋼 材 溶 接 ・ 切 断 工 （ 水 中 施

工 ）  

1 . 0 4  

か き 落 と し 工  1 . 0 4  

汚 濁 防 止 膜 設 置 ・ 撤 去 ・ 移 設  1 . 0 3  

汚 濁 防 止 枠 設 置 ・ 撤 去  1 . 0 2  

灯 浮 標 設 置 ・ 撤 去  1 . 0 3  

汚 濁 防 止 膜 保 守 管 理 （ 海 上 目 視

点 検 作 業 船 あ り ・ 水 中 目 視 点 検 ） 

1 . 0 1  

汚 濁 防 止 膜 保 守 管 理 （ 海 上 目 視

点 検 作 業 船 な し ）  

1 . 0 4  

異 形 ブ ロ ッ ク 製 作  型 枠 工  1 . 0 4  

異 形 ブ ロ ッ ク 製 作  コ ン ク リ ー

ト 打 設  

1 . 0 4  

異 形 ブ ロ ッ ク 製 作  給 熱 養 生  1 . 0 3  
 

市 場 単 価 の 補 正 係 数（ 週 休 ２ 日 工 事

（下水道工事））  

市 場 単 価 の 補 正 係 数（ 週 休 ２ 日 工 事

（下水道工事））  

名 称  規 格・仕

様  

補 正 係 数 ※  

週 休 2日  週 休 2 日 交

替 制  

月 単  完 全  月 単  完

全 ）  

位  週 休

２ 日

（ 週

単

位 ）  

位  週 休

２ 日

（ 週

単 位  

硬 質 塩 化 ビ

ニ ル 管 設 置

工  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

リ ブ 付 硬 質

塩 化 ビ ニ ル

管 設 置 工  

 1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

砂 基 礎 工  人 力 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

機 械 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

砕 石 基 礎 工  人 力 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

機 械 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

組 立 マ ン ホ   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

名 称  規 格・仕

様  

補 正 係 数 ※  

週 休 2日  週 休 2日 交

替 制  

通 期  月 単  通 期  月 単  

位  

 

 

 

 

 

位  

硬 質 塩 化 ビ

ニ ル 管 設 置

工  

 1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

リ ブ 付 硬 質

塩 化 ビ ニ ル

管 設 置 工  

 1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

砂 基 礎 工  人 力 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

機 械 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

砕 石 基 礎 工  人 力 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

機 械 施

工  

1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

組 立 マ ン ホ   1 . 0 2  1 . 0 3  1 . 0 1  1 . 0 3  



ー ル 設 置 工  

小 型 マ ン ホ

ー ル 工  

 1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

取 付 管 及 び

ま す 設 置 工  

ま す 設

置 工  

1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  

取 付 管

布 設 及

び 支 管

取 付 工  

1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

 

ー ル 設 置 工  

小 型 マ ン ホ

ー ル 工  

 1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 1  

取 付 管 及 び

ま す 設 置 工  

ま す 設

置 工  

1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 0 0  1 . 0 1  

取 付 管

布 設 及

び 支 管

取 付 工  

1 . 0 1  1 . 0 2  1 . 0 1  1 . 0 2  

 

土 木 工 事 標 準 積 算 単 価 の 補 正 係 数  土 木 工 事 標 準 積 算 単 価 の 補 正 係 数  

名 称  規 格・仕

様  

補 正 係 数 ※  

週 休 2日 制  週 休 2日 交

替 制  

月 単

位  

完 全

週 休

２ 日

（ 週

単

位 ）  

月 単

位  

完 全

週 休

２ 日

（ 週

単

位 ）  

区 画 線 工   1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

高 視 認 性 区

画 線 工  

 1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

橋 梁 塗 装 工   1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

構 造 物 と り

こ わ し 工  

機 械  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  1 . 0 1  

人 力  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

コ ン ク リ ー

ト ブ ロ ッ ク

積 工  

 1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

排 水 構 造 物

工  

 1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  1 . 0 2  

 

名 称  規 格・仕

様  

補 正 係 数 ※  

週 休 2日 制  週 休 2日 交

替 制  

通 期  月 単

位  

 

 

 

  

通 期  月 単

位  

区 画 線 工   1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

高 視 認 性 区

画 線 工  

 1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

橋 梁 塗 装 工   1 . 0 1  1 . 0 3  1 . 0 1  1 . 0 3  

構 造 物 と り

こ わ し 工  

機 械  1 . 0 2  1 . 0 3  1 . 0 1  1 . 0 3  

人 力  1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 4  

 

 

 

     

排 水 構 造 物

工  

 1 . 0 2  1 . 0 4  1 . 0 2  1 . 0 3  

 

※  略  ※  略  

附  則  

（施行期日）  

１  この要領は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の大竹市週休２日工事等実施要領の規定は、この要領の

施行の日以後に発注する対象工事について適用し、この要領の施

行の日以前に発注した対象工事については、なお従前の例による。 


